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令和８年９月に「eLお支払サイト」に名称変更予定です。

（※１）
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また、納付の支払完了画面は車検用の納税証明書として利用できません。

等

4 アプリによっては決済手数料がかかる場合があります。詳しくは各事業者へお問
い合わせください。

等等

等

①eLマーク
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリで納税できる目印
です。

②eL番号
地方税お支払サイトにて、eL-QRを読み
取る環境がない場合でも「eL番号でお
支払い」画面から直接入力することで納
税できます。

③eL-QR
地方税お支払サイトまたはeL-QR対応
スマートフォンアプリ等で読み取ること
で納税できます。
また、全国のeL-QR対応金融機関窓口
においても納税できます。

SAMPLE
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（令和8年9月に「eLお支払サイト」に名称変更予定）
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また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、前年度及び前々年度に不申告加算
金又は、不申告加算金に代えて課される重加算金を決定すべきと認められる場合は納める税額の10％が加算さ
れます。

また、令和６年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものについては、納めるべき税額が300万円を超える
ときは、その超える分の税額の15％が加算されます。

なお、
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使用内容を証明する書類又は確認ができる書類

日

止 止
著しい

一
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